
　
　
制
度
開
始
に
向
け
て
総
務
省
が
市
町
村

の
準
備
状
況
に
つ
い
て
調
査
を
行
っ
た
が
、

①
番
号
を
管
理
す
る
基
幹
系
シ
ス
テ
ム
と
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
す
る
情
報
系
シ
ス
テ

ム
の
分
離
状
況
、②
情
報
漏
え
い
対
策
、③
各

種
対
策
が
制
度
開
始
ま
で
に
間
に
合
う
の
か

に
つ
い
て
、
本
市
は
ど
の
よ
う
に
回
答
し
た

の
か
。

　
　
①
基
幹
系
シ
ス
テ
ム
は
広
域
圏
組
合
の

電
算
課
、
情
報
系
シ
ス
テ
ム
は
市
の
政
策
企

画
課
が
管
理
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
分
離
独

立
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
て
お
り
、

接
続
は
さ
れ
て
い
な
い
。②
全
職
員
に
対
し
、

情
報
漏
え
い
対
策
を
ま
と
め
た
文
書
の
配
布

や
説
明
会
を
開
催
す
る
な
ど
の
対
策
を
講
じ

て
い
る
。③
現
時
点
に
お
い
て
も
一
定
の
水

準
で
基
本
的
な
対
策
が
取
ら
れ
て
お
り
、
制

度
開
始
に
間
に
合
う
も
の
と
回
答
し
て
い
る
。

　
　
制
度
開
始
に
伴
う
シ
ス
テ
ム
改
修
費
用

は
幾
ら
で
、財
源
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。

　
　
二
十
六
年
度
と
二
十
七
年
度
の
二
カ
年

で
約
六
千
万
円
を
見
込
ん
で
お
り
、
こ
れ
ら

は
国
か
ら
の
補
助
金
や
交
付
税
で
賄
わ
れ
る
。
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【
関
連
質
問
】

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に

つ
い
て

議員

新風会

上田　義定

QQ AA

委 員 会 活 動 委 員 会 活 動 委 員 会 活 動 
　９月10日の本会議で付託された議案などについて、総務委
員会（９月11日）、産業建設委員会（９月14日）教育厚生委
員会（９月15日）及び予算審査特別委員会（９月17日）を開き
審査しましたので、概要をお知らせします。

総
務
委
員
会

　
付
託
さ
れ
た
議
案
三
件
を
審
査
し
ま
し
た
。

○
第
四
十
一
号
議
案
　
島
原
市
行
政
手
続
に

お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番

号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個
人

番
号
の
利
用
に
関
す
る
条
例

　
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別

す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律

の
施
行
に
伴
い
、
個
人
番
号
の
利
用
に
関

し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
た
め
、
こ
の
条

例
を
制
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
。

﹇
質
疑
﹈
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
か
か
る
費
用
は

　
　
国
が
負
担
す
る
の
か
。

﹇
答
弁
﹈
今
回
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
改
修
に

　
　
か
か
る
費
用
は
六
千
万
円
で
あ
る
。
そ

　
　
の
う
ち
補
助
金
で
四
千
万
円
、
残
り
に

　
　
つ
い
て
は
、
補
助
金
、
も
し
く
は
交
付

　
　
税
措
置
さ
れ
、
ほ
ぼ
全
額
が
国
の
負
担

　
　
で
あ
る
。

﹇
質
疑
﹈
個
人
に
付
さ
れ
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

　
　
は
ど
の
よ
う
な
分
野
で
使
わ
れ
る
の
か
。

　
　
法
律
が
改
正
さ
れ
れ
ば
、
国
が
す
べ
て

　
　
管
理
す
る
の
で
は
な
い
か
。

﹇
答
弁
﹈
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
が
ス
タ
ー
ト

　
　
す
る
時
点
で
は
、
社
会
保
障
と
税
、
災

　
　
害
対
策
の
分
野
に
活
用
す
る
と
い
う
こ

　
　
と
で
始
ま
っ
て
い
る
。
九
月
に
法
改
正

　
　
が
あ
り
、
平
成
三
十
年
か
ら
は
預
貯
金

　
　
や
特
定
健
診
な
ど
に
も
利
用
で
き
る
よ

　
　
う
な
改
正
が
さ
れ
て
い
る
。
今
後
、
ど

　
　
の
よ
う
な
分
野
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
活

　
　
用
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
は
国
で
検
討

　
　
し
て
い
る
と
思
う
が
、
詳
細
に
つ
い
て

　
　
は
把
握
し
て
い
な
い
。

　
こ
の
ほ
か
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
代
理
で

申
請
す
る
場
合
の
手
続
き
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

制
度
の
周
知
等
に
つ
い
て
質
疑
が
な
さ
れ
、

採
決
の
結
果
、
原
案
の
と
お
り
可
決
す
る
こ

と
に
決
定
し
ま
し
た
。

○
第
四
十
二
号
議
案
　
島
原
市
個
人
情
報
の

保
護
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例　
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別

す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律

の
施
行
に
伴
い
、
本
市
が
保
有
す
る
特
定
個

人
情
報
の
利
用
及
び
提
供
の
制
限
、
開
示
請

求
等
に
つ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
た

め
、こ
の
条
例
を
改
正
し
よ
う
と
す
る
も
の
。

﹇
質
疑
﹈
第
三
者
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
知
っ

　
　
た
と
き
に
番
号
の
み
で
利
用
で
き
る
の

　
　
か
。

﹇
答
弁
﹈
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
線
な
ど
の
民

　
　
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
は
接
続
せ
ず
、

　
　
行
政
機
関
同
士
を
専
用
回
線
で
結
ん
で

　
　
い
る
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
他
人
に
取
得

　
　
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
す
ぐ
さ
ま
実
害

　
　
は
な
い
。
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こ
の
ほ
か
、
個
人
情
報
の
守
秘
義
務
、
行

政
機
関
に
お
け
る
職
員
研
修
等
に
つ
い
て
質

疑
が
な
さ
れ
、
採
決
の
結
果
、
原
案
の
と
お

り
可
決
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。

○
第
四
十
三
号
議
案
　
島
原
市
手
数
料
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別

す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律

の
施
行
に
伴
い
、
個
人
番
号
の
通
知
カ
ー
ド

及
び
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
再
交
付
手
数
料
を

定
め
る
と
と
も
に
、
住
民
基
本
台
帳
法
の
改

正
に
伴
い
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
交
付

手
数
料
を
廃
止
す
る
た
め
、
こ
の
条
例
を
改

正
し
よ
う
と
す
る
も
の
。

﹇
質
疑
﹈
個
人
番
号
カ
ー
ド
が
紛
失
や
盗
難

　
　
に
あ
っ
た
場
合
、
ど
の
よ
う
な
手
続
き

　
　
が
必
要
な
の
か
。

﹇
答
弁
﹈
紛
失
届
は
市
で
受
け
付
け
、
再
交

　
　

付
申
請
も
併
せ
て
受
け
付
け
る
。
再
交

　
　

付
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
は
具
体
的
に

　
　

わ
か
っ
て
い
な
い
。
ま
た
盗
難
の
場
合

　
　

に
は
、
警
察
へ
の
届
け
が
必
要
だ
と
思

　
　

う
が
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
に
連
絡
す
れ
ば

　
　

機
能
は
す
ぐ
に
止
ま
る
。

  

こ
の
ほ
か
、
再
交
付
の
場
合
の
手
数
料
、

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
有
効
期
限
等
に
つ
い
て

質
疑
が
な
さ
れ
、
採
決
の
結
果
、
原
案
の
と

お
り
可
決
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。

　

付
託
さ
れ
た
議
案
五
件
を
審
査
し
ま
し
た
。

○
第
四
十
四
号
議
案
　
島
原
市
水
道
事
業
給

水
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

島
原
市
水
道
事
業
の
料
金
算
定
の
方
法
を

改
定
す
る
た
め
、
こ
の
条
例
を
改
正
し
よ
う

と
す
る
も
の
。

﹇
質
疑
﹈
隔
月
検
針
に
な
る
こ
と
で
ど
の
く

　
　
ら
い
予
算
が
削
減
で
き
る
の
か
。

﹇
答
弁
﹈
今
年
度
の
検
針
業
務
等
の
委
託
料

　
　

は
約
千
三
百
六
十
万
円
だ
が
、
半
分
の

　
　

六
百
八
十
万
円
程
度
の
削
減
が
見
込
め

　
　

る
と
思
っ
て
い
る
。

　

こ
の
ほ
か
、
水
道
検
針
員
の
給
料
等
に
つ

い
て
質
疑
が
な
さ
れ
、採
決
の
結
果
、原
案
の

と
お
り
可
決
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。

○
第
四
十
六
号
議
案
　
平
成
二
十
七
年
度
島

原
市
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）

　

資
本
的
収
入
の
予
定
額
を
補
正
す
る
も
の

で
、
企
業
債
五
億
千
百
万
円
を
六
千
三
百
三

十
万
円
減
額
し
て
、
四
億
四
千
七
百
七
十
万

円
と
し
、
出
資
金
を
六
千
三
百
三
十
万
増
額

す
る
も
の
。

　

採
決
の
結
果
、
原
案
の
と
お
り
可
決
す
る

こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。

○
第
四
十
九
号
議
案
　
平
成
二
十
六
年
度
島

原
市
温
泉
給
湯
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算

　

地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
三
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
、
議
会
の
認
定
を
受
け
よ
う
と

す
る
も
の
。

　

歳
入
決
算
額
四
億
五
千
三
百
二
十
六
万
四

千
三
百
五
十
五
円
、
歳
出
決
算
額
四
億
四
千

五
百
二
十
一
万
六
千
七
百
三
十
二
円
、
差
し

引
き
八
百
四
万
七
千
六
百
二
十
三
円
の
繰
越

決
算
。

﹇
質
疑
﹈
滞
納
の
大
部
分
は
回
収
で
き
る
見

　
　
込
み
の
な
い
も
の
で
、
そ
の
数
字
が
毎

　
　
年
決
算
書
に
上
が
っ
て
く
る
。
今
後
は

　
　
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
の
か
。

﹇
答
弁
﹈
現
在
、
消
滅
時
効
が
成
立
し
な
い

　
　

よ
う
に
努
力
し
て
い
る
が
、
現
実
と
し

　
　

て
、
そ
の
会
社
は
資
産
等
が
な
い
状
況

　
　

で
あ
る
。
い
ず
れ
は
不
納
欠
損
と
い
う

　
　

形
に
な
る
と
思
う
が
、
税
な
ど
の
関
係

　
　

も
あ
る
の
で
、
連
携
を
取
り
な
が
ら
取

　
　

り
組
む
必
要
が
あ
る
。

﹇
質
疑
﹈
今
回
の
ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
へ
の
変
更

　
　
は
、
非
常
に
効
果
が
あ
る
と
聞
い
て
い

　
　
る
が
、
毎
年
ど
の
く
ら
い
の
削
減
効
果

　
　
が
あ
る
の
か
。

﹇
答
弁
﹈
現
在
の
温
泉
給
湯
所
は
、
四
名
で

　
　

の
管
理
体
制
だ
が
、
二
十
八
年
度
は
二

　
　

名
で
管
理
す
る
よ
う
に
計
画
し
て
お
り
、

　
　

そ
の
分
の
人
件
費
が
削
減
さ
れ
る
。
ま

　
　

た
、
ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
の
導
入
で
、
灯
油

　
　

代
か
ら
電
気
代
に
変
わ
る
こ
と
に
よ
る

　
　

削
減
分
も
含
め
、
毎
年
約
三
千
二
百
万

　
　

円
の
削
減
を
見
込
ん
で
い
る
。

　

こ
の
ほ
か
、
収
入
未
済
額
の
内
訳
、
地
方

債
の
償
還
計
画
等
に
つ
い
て
質
疑
が
な
さ
れ
、

採
決
の
結
果
、
認
定
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま

し
た
。

○
第
五
十
号
議
案
　
平
成
二
十
六
年
度
島
原

市
島
原
都
市
計
画
事
業
安
中
土
地
区
画
整
理

事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算

　

地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
三
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
、
議
会
の
認
定
を
受
け
よ
う
と

す
る
も
の
。

　

歳
入
決
算
額
四
百
八
十
六
万
八
千
百
六
十

一
円
、
歳
出
決
算
額
七
十
六
万
千
五
百
八
十

円
、
差
し
引
き
四
百
十
万
六
千
五
百
八
十
一

円
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
な
お
、
本
特
別
会

計
は
平
成
二
十
六
年
度
末
で
廃
止
さ
れ
て
お

り
、
差
し
引
き
残
額
の
全
額
が
一
般
会
計
へ

引
き
継
が
れ
て
い
ま
す
。

﹇
質
疑
﹈
保
留
地
の
処
分
金
収
入
が
あ
る
が
、

　
　
何
区
画
売
れ
た
の
か
。

﹇
答
弁
﹈
一
区
画
が
約
百
六
十
坪
あ
っ
た
が
、

　
　

広
す
ぎ
る
と
い
う
申
し
入
れ
が
あ
り
、

　
　

こ
の
区
画
を
半
分
に
し
て
、
売
却
し
た

　
　

収
入
で
あ
り
、
区
画
と
し
て
は
ま
だ
十

　
　

三
区
画
残
っ
て
い
る
状
況
で
あ
る
。

　

採
決
の
結
果
、
認
定
す
る
こ
と
に
決
定
し

ま
し
た
。

○
第
五
十
二
号
議
案
　
平
成
二
十
六
年
度
島

原
市
水
道
事
業
会
計
剰
余
金
の
処
分
及
び
決
算

　

地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
二
条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
決
算
に
伴
う
剰
余
金
を
処

分
し
、
併
せ
て
同
法
第
三
十
条
第
四
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
議
会
の
認
定
を
受
け
よ
う
と

す
る
も
の
。

﹇
質
疑
﹈
水
道
事
業
決
算
審
査
意
見
書
に
、

　
　
起
債
償
還
の
た
め
の
資
金
を
早
い
段
階

　
　
で
積
み
立
て
て
い
く
べ
き
だ
と
考
え
る
。

 

産
業
建
設
委
員
会
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ま
た
減
債
積
立
金
の
積
立
額
の
僅
少
さ

　
　
に
疑
問
を
感
じ
る
と
あ
る
が
、
こ
の
意

　
　
見
に
つ
い
て
ど
う
思
う
か
。

﹇
答
弁
﹈
水
道
料
金
の
改
定
も
し
た
と
こ
ろ

　
　

で
あ
り
、
今
後
は
企
業
債
の
償
還
も
増

　
　

加
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
積
立
金
に

　
　

つ
い
て
も
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　

こ
の
ほ
か
、
一
般
会
計
か
ら
の
繰
り
入
れ

等
に
つ
い
て
質
疑
が
な
さ
れ
、
採
決
の
結
果
、

原
案
可
決
及
び
認
定
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま

し
た
。

　

付
託
さ
れ
た
議
案
二
件
を
審
査
し
ま
し
た
。

○
第
四
十
八
号
議
案
　
平
成
二
十
六
年
度
島

原
市
国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳

出
決
算

　

地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
三
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
、
議
会
の
認
定
を
受
け
よ
う
と

す
る
も
の
。

　

歳
入
決
算
額
七
十
三
億
五
千
二
百
七
十
九

万
六
千
七
百
七
十
九
円
、
歳
出
決
算
額
七
十

二
億
五
千
六
百
十
万
四
千
四
百
一
円
、
差
し

引
き
九
千
六
百
六
十
九
万
二
千
三
百
七
十
八

円
の
繰
越
決
算
。

﹇
質
疑
﹈
国
民
健
康
保
険
事
業
は
厳
し
い
財

　
　
政
状
況
が
続
い
て
い
る
。
今
後
は
都
道

　
　
府
県
単
位
で
運
営
さ
れ
る
よ
う
な
動
き

　
　
も
あ
る
が
、
国
保
財
政
に
お
け
る
今
後

　
　
の
見
通
し
は
ど
う
な
の
か
。

﹇
答
弁
﹈
法
律
が
改
正
さ
れ
、
平
成
三
十
年

　
　

度
か
ら
財
政
の
運
営
主
体
が
都
道
府
県

　
　

に
移
る
こ
と
に
な
る
。
二
十
六
年
度
決

　
　

算
に
つ
い
て
は
約
九
千
六
百
万
円
の
黒

　
　

字
と
な
っ
た
が
、
実
情
は
二
億
円
を
基

　
　

金
か
ら
繰
り
入
れ
て
の
黒
字
決
算
で
あ

　
　

り
、
こ
の
状
況
は
来
年
度
以
降
も
急
激

　
　

に
改
善
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
考
え
て

　
　

い
る
。
た
だ
、
今
回
の
決
算
の
大
き
な

　
　

特
徴
と
し
て
歳
出
の
保
険
給
付
費
が
前

　
　

年
度
よ
り
約
一
億
八
千
五
百
万
円
下
回

　
　

る
結
果
と
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
取
り
組

　
　

ん
で
き
た
給
付
費
の
適
正
化
や
ジ
ェ
ネ

　
　

リ
ッ
ク
医
薬
品
の
普
及
促
進
、
特
定
健

　
　

診
の
受
診
率
向
上
な
ど
の
効
果
が
表
れ

　
　

て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

　
　

ま
た
、
今
年
度
の
保
険
給
付
費
に
つ
い

　
　

て
も
現
在
四
カ
月
分
の
支
払
い
を
し
て

　
　

い
る
が
、
こ
の
四
カ
月
分
を
前
年
度
と

　
　

比
較
す
る
と
二
・
八
％
の
減
、
金
額
で

　
　

約
三
千
九
百
万
円
が
減
少
し
て
い
る
の

　
　

で
、
こ
の
状
況
を
維
持
で
き
る
よ
う
引

　
　

き
続
き
努
力
し
て
い
き
た
い
。

　

こ
の
ほ
か
、
不
納
欠
損
の
内
訳
、
基
金
残

高
の
状
況
等
に
つ
い
て
質
疑
が
な
さ
れ
、
採

決
の
結
果
、
認
定
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し

た
。

○
第
五
十
一
号
議
案
　
平
成
二
十
六
年
度
島

原
市
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
歳
入
歳
出

決
算

　

地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
三
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
、
議
会
の
認
定
を
受
け
よ
う
と

す
る
も
の
。

　

歳
入
決
算
額
五
億
七
千
八
百
三
十
五
万
四

百
四
十
九
円
、
歳
出
決
算
額
五
億
六
千
七
百

十
三
万
三
千
五
百
六
円
、
差
し
引
き
千
百
二

十
一
万
六
千
九
百
四
十
三
円
の
繰
越
決
算
。

﹇
質
疑
﹈
国
保
や
介
護
に
も
関
連
す
る
こ
と

　
　
だ
が
、
今
後
の
国
の
方
針
と
し
て
は
在

　
　
宅
で
の
医
療
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

　
　
を
行
う
よ
う
な
方
向
に
進
ん
で
い
く
の

　
　
か
。

﹇
答
弁
﹈
国
と
し
て
は
医
療
や
介
護
に
お
い

　
　

て
、
在
宅
の
ほ
う
に
軸
足
を
移
し
て
お

　
　

り
、
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築

　
　

と
い
う
の
も
、
そ
の
大
き
な
現
れ
だ
と

　
　

理
解
し
て
い
る
。

　

こ
の
ほ
か
、
収
入
未
済
額
や
不
納
欠
損
の

理
由
、
軽
減
措
置
等
に
つ
い
て
質
疑
が
な
さ

れ
、
採
決
の
結
果
、
認
定
す
る
こ
と
に
決
定

い
た
し
ま
し
た
。

　

付
託
さ
れ
た
議
案
一
件
を
審
査
し
ま
し
た
。

○
第
四
十
五
号
議
案
　
平
成
二
十
七
年
度
島

原
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
三
号
）

　

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
二
億
四
千
八
百
七
十

一
万
二
千
円
を
追
加
し
、
予
算
の
総
額
を
二

百
三
十
六
億
三
千
七
百
四
十
二
万
三
千
円
と

す
る
も
の
。

﹇
質
疑
﹈
島
原
城
跡
公
園
管
理
経
費
は
、
島

　
　
原
城
の
石
垣
に
特
に
影
響
を
及
ぼ
す
樹

　
　
木
十
九
本
を
伐
採
し
、
四
本
を
剪
定
す

　
　
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、
年
次
計
画
を
立

　
　
て
て
樹
木
の
伐
採
や
剪
定
を
行
う
の
か
。

﹇
答
弁
﹈
今
回
の
補
正
予
算
で
は
、
最
低
限

　
　

の
本
数
を
伐
採
、
剪
定
す
る
こ
と
に
し

　
　

て
お
り
、
今
後
は
、
樹
木
の
管
理
計
画

　
　

を
策
定
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
っ
て
い

　
　

る
。

　

こ
の
ほ
か
、
公
会
計
推
進
事
業
、
水
道
事

業
出
資
金
、
耕
作
放
棄
地
解
消
事
業
、
公
営

住
宅
管
理
経
費
、
教
育
文
化
振
興
事
業
団
指

定
管
理
料
等
返
還
金
等
に
つ
い
て
質
疑
が
な

さ
れ
、
採
決
の
結
果
、
原
案
の
と
お
り
可
決

す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。

教
育
厚
生
委
員
会

予
算
審
査
特
別
委
員
会

▲石垣に影響を及ぼす樹木がある島原城跡公園
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